
大阪市子ども・子育て支援法施行細則の規定による利用者負担額等の決定に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市子ども・子育て支援法施行細則（平成 27 年大阪市規則第 15

号。以下「規則」という。）第 11 条の規定による利用者負担額及び私立保育所保育料の

額（以下「利用者負担額等」という。）の決定について定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、規則の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 規則別表 規則別表第１から規則別表第３まで並びに規則附則別表第１及び規則

附則別表第２をいう。 

(2) 階層区分 規則別表の支給認定保護者の区分をいう。 

(3) 市町村民税の所得割 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による市町村民

税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法第 292 条第１項第２号

に掲げる所得割（同法第 328 条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）を

いう。 

(4) 未婚の母 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしておらず、

子を扶養するものをいう。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者がいる者を除く。 

(5) 未婚の父 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしておらず、

子を扶養するものをいう。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者がいる者を除く。 

 

（地方税法の施行地に住所を有しない者の階層区分） 

第３条 利用者負担額等に係る算定対象扶養義務者のいずれかの者が特定教育・保育等の

あった月の属する年度（特定教育・保育等があった月が４月から８月までの場合にあっ

ては前年度。以下「当該年度」という。）の市町村民税の賦課期日において地方税法の

施行地に住所を有しない者（以下「外国居住者」という。）である場合は、外国居住者

である算定対象扶養義務者の所得の額、社会保険料の額及び配偶者その他扶養する親族

の状況をもとに、市町村民税の所得割の例により算定した額をその者の当該年度の市町

村民税の所得割の額とみなして階層区分を認定する。 

２ 前項の適用にあたって、外国通貨による収入、必要経費又は社会保険料は、当該年度

の市町村民税の賦課期日（当該年度の初日の属する年の１月１日）の前日における関税

定率法施行規則（昭和 44 年大蔵省令第 16 号）第１項の規定により税関長が公示する為



替相場により日本円に換算する。 

 

（月途中で被保護者となった場合の利用者負担額等） 

第４条 月途中に支給認定保護者が被保護者となった場合の当該月の利用者負担額等は０

とする。 

 

（月途中で算定対象扶養義務者が減少した場合の利用者負担額等） 

第５条 月途中に算定対象扶養義務者が減少した場合の当該月における利用者負担額等は、

減少後の算定対象扶養義務者の市町村民税の所得割の額を合算した額に対応する階層

区分による利用者負担額等とする。 

 

（月途中で入退所した場合の利用者負担額等） 

第６条 支給認定子どもが月途中で入退所（子ども・子育て支援法施行令第 24 条第 2 項に

規定する事由に該当）した場合、次のとおり日割計算するものとする。 

(1)  教育認定（1 号認定）※保育認定（2・3 号認定）の幼稚園利用を含む 

ア 支給認定子どもが月の途中において教育・保育施設等の利用を開始した場合、

当該月の利用者負担額等の額に当該月の月途中入所日からの開所日数（土曜日、

日曜日及び休日以外の日数、20 日を超える場合は 20 日）を乗じた額を 20 日で除

して得た額（その額に 10 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とす

る。 

イ 支給認定子どもが月途中で退所した場合、当該月の利用者負担額等の額に当該

月の月途中退所の前日までの開所日数（土曜日、日曜日及び休日以外の日数、20

日を超える場合は 20 日）を乗じた額を 20 日で除して得た額（その額に 10 円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

(2)  保育認定（2・3 号認定） 

ア 支給認定子どもが月の途中において教育・保育施設等の利用を開始した場合、

当該月の利用者負担額等の額に当該月の月途中入所日からの開所日数（日曜日及

び休日以外の日数、25 日を超える場合は 25 日）を乗じた額を 25 日で除して得た

額（その額に 10 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

イ 支給認定子どもが月途中で退所した場合、当該月の利用者負担額等の額に当該

月の月途中退所の前日までの開所日数（日曜日及び休日以外の日数、25 日を超え

る場合は 25 日）を乗じた額を 25 日で除して得た額（その額に 10 円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とする。 

(3)  利用施設の変更 

月途中で利用施設を変更した場合は、変更前の施設については月途中利用終了の



例により、変更後の施設については月途中利用開始の例により日割計算する。 

 

（未婚のひとり親の利用者負担額等） 

第７条 支給認定保護者が当該年度の市町村民税の賦課期日又はその前日において未婚の

母又は未婚の父である場合の利用者負担額等は、当該支給認定保護者の申請により、当

該年度の市町村民税の課税の有無及び市町村民税の所得割の額が次の各号に定めると

ころによるものとみなした場合の階層区分による利用者負担額等とすることができる。 

 (1) 市町村民税の課税の有無 当該支給認定保護者が当該年度の市町村民税の賦課期

日に未婚の母又は未婚の父である場合において、当該支給認定保護者について地方税

法第 292 条第１項第 11 号アの規定による寡婦又は同項第 12 号の規定による寡夫に該

当するものとみなして同法第 295 条の規定を適用した場合に市町村民税を課すことが

できないとされる場合は、市町村民税が課されていないものとする。 

 (2) 市町村民税の所得割の額 当該支給認定保護者が当該年度の市町村民税の賦課期

日の前日に未婚の母又は未婚の父である場合は、当該支給認定保護者について地方税

法第 292 条第１項第 11 号アの規定による寡婦又は同項第 12 号の規定による寡夫に該

当するものとみなして同法第 314 条の２第１項第８号（寡婦・寡夫控除）、同条第３項

（特別寡婦控除）及び同法第 314 条の６（調整控除）の規定を適用して市町村民税の

所得割の例により算定した額を市町村民税の所得割の額とする。 

２ 当該支給認定保護者の当該年度の初日の属する年の前年の所得の額が、児童扶養手当

法施行令（昭和 36 年政令第 405 号）第２条の４第２項中の表の上欄に定める区分に応

じて同表の中欄に定める額以上である場合は、前項の規定を適用しない。 

３ 前項の所得の額は、児童扶養手当法施行令第４条第１項に定めるところによる。ただ

し、同令第４条但書の定めによる当該扶養義務者が監護する児童の他方の父母から当該

児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他経済的な利益に係る所得の

金額については、所得の額に算入しないものとする。 

４ 児童扶養手当法施行令第４条第２項の規定は、第２項の所得の額について準用する。 

 

（災害により著しい損害を受けた場合の利用者負担額等） 

第８条 支給認定保護者又はその属する世帯の生計を維持する者（算定対象扶養義務者で

ない者を除く。以下同じ。）が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

住宅又は家財について著しい損害を受け、特定教育・保育等に要する費用を支給認定保

護者が負担することが困難であると認められる場合の利用者負担額等は、当該支給認定

保護者の申請により、当該年度の市町村民税の所得割に係る課税総所得金額（地方税法

第 35 条第２項に規定する課税総所得金額をいう。）から災害によって生じた損害の額

を差し引いた額を課税総所得金額とみなして市町村民税の所得割の例により算定した



額をその者の市町村民税の所得割の額とみなした場合の階層区分による利用者負担額

等とすることができる。 

２ 次の各号に該当する場合は著しい損害には該当しないものとする。 

(1) 災害による住宅及び家財についての損害の額（当該損害により損害保険に係る保

険給付を受けた場合は損害の額から保険給付の額を差し引いた額。以下本条中におい

て同じ。）が住宅及び家財の価格の合計額の３割を下回る場合 

(2) 災害による住宅及び家財についての損害の額が当該支給認定保護者に係る利用者

負担額等の 12 月分を下回る場合 

３ 支給認定保護者及び同一世帯に属する者の保有する現金、預金その他金融資産の額の

合計額が災害による財産についての損害の額を上回る場合は、特定教育・保育等に要す

る費用を支給認定保護者が負担することが困難であると認められる場合には該当しな

いものとする。 

 

（疾病、失業等により著しく収入が減少した場合の利用者負担額等） 

第９条 支給認定保護者の属する世帯の生計を維持する者が、心身の重大な障害、長期入

院、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業による収入の減少により、

次の各号に該当する場合における当該年度の６月から８月までに受けた特定教育・保育

等分の利用者負担額等は、当該支給認定保護者の申請により、当該各号に定める階層区

分による利用者負担額等とすることができる。 

(1) 当該年度の市町村民税が非課税となった場合 その者の市町村民税を非課税とし、 

その他の算定対象扶養義務者の当該年度の市町村民税の所得割の額を合算した額を

市町村民税所得割合算額とした場合の階層区分（算定対象扶養義務者全員の当該年度

の市町村民税が非課税となる場合は第２階層） 

(2) 大阪市市税条例（昭和 29 年大阪市条例第 16 号）第 45 条の規定により当該年度の

市町村税が減免された場合 その減免された額を当該年度の市町村民税の所得割

の額から控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０）をその者の市町村

民税の所得割の額とし、その他の算定対象扶養義務者の当該年度の市町村民税の

所得割の額を合算した額を市町村民税所得割合算額とした場合の階層区分 

 

（特別の事情による利用者負担額） 

第 10 条 第４条から前条までの規定のほか、不測の事態により、規則の例による利用者負

担額の負担が著しく困難又は著しく不適当と保健福祉センター所長が認める場合は、利

用者負担額を軽減することができる。 

 

（申請方法） 



第 11 条 第７条から第 10 条までの規定による利用者負担額等の軽減は、所定の様式の申

請書にこれらの規定による利用者負担額等の軽減の要件を満たすことを証する書類を

添付して、特定教育・保育等を受けた月の末日までに、支給認定子どもが利用する特定

教育・保育施設等が所在する行政区を管轄する保健福祉センター所長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の利用者負担額等の軽減の要件を満たすことを証する書類は、次の各号に定める

ところによる。 

 (1) 第７条の規定によるもの 次のいずれかの書類 

ア 申請者及び当該保育を受ける児童の戸籍個人事項証明書 

イ 児童扶養手当証書（写） 

ウ 児童扶養手当支給停止通知書（写） 

 (2) 第８条の規定によるもの 次のア及びイに掲げる書類 

  ア 罹災証明書 

  イ 当該年の申請日までの給与明細その他所得見込みを疎明する書類 

 (3) 第９条の規定によるもの 次のア及びイに掲げる書類 

  ア 次のいずれかの書類 

   (ｱ) 障害者手帳、診断書その他心身の重大な障害を疎明する書類 

   (ｲ) 入院証明書（診断書） 

   (ｳ) 事業廃止届書その他事業又は業務の休廃止を証明する書類 

   (ｴ) 事業における著しい損失を証明する書類 

   (ｵ) 離職票 

  イ 市町村民税課税証明書 

 (4) 第 10 条の規定によるもの 保健福祉センター所長が必要と認める書類 

 

（利用者負担額の軽減の時期） 

第 12 条 第７条から第 10 条までの規定による利用者負担額等の軽減は、申請日の属する

月以降に受けた特定教育・保育等分の利用者負担額等のうち、当該申請の日の属する年

度分の利用者負担額等について行うものとする。ただし、保健福祉センター所長が申請

書の提出が遅れた理由がやむを得ないものと認める場合はこの限りではない。 

２ 前年度の利用者負担額等において第７条から第 10 条までの規定による利用者負担額

等の軽減を受けた者が、当該年度も引き続きこれらの規定による利用者負担額等の軽減

を受けようとする場合は、当該年度の４月末日までに、保健福祉センター所長に申請書

を提出しなければならない。 

 

附 則 



１ この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の「保育費用徴収金（保育料）減額又は免除基準」により平成

27 年５月末日までに入院又は感染症に罹病するなど、やむをえないと認められる理由に

より登所していない場合、その事情が継続している間については従前の例によるものと

する。 

３ 平成 27 年４月から平成 27 年８月までに受けた特定教育・保育等分の保育認定子ども

に係る支給認定保護者の利用者負担額等については、第３条の規定にかかわらず、当該

利用者負担額等に係る算定対象扶養義務者のいずれかの者が平成 26 年度の市町村民税

の賦課期日において外国居住者である場合には、当該算定対象扶養義務者につき平成 26

年度の市町村民税が課されていないものとした場合の階層区分による利用者負担額等

とすることができる。 


